
一
頁

○
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第

号
（
案
）

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号

）
第
十
九
条
第
十
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
第
十
九
条
第
十
四
号
に
基
づ
き
同
条
第
十
二
号
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年

月

日

特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

堀
部

政
男

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
十
四
号
に
基
づ
き

同
条
第
十
二
号
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
定
め
る
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九

条
第
十
二
号
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
同
条
第
十
四
号
の
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
と
す
る
。

一

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
十
三
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
又
は
同
法
第
十
四
条

資料３



二
頁

の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
る
と
き
。

二

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取
、
質
問
又
は
検
査

が
行
わ
れ
る
と
き
。

三

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
求
め
又
は
立
入
検

査
が
行
わ
れ
る
と
き
。

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律

四

条
例
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
し
た
開
示
決
定
等
（

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護

（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
決
定
等
又
は

第
一
項

第
一
項
又
は
若
し
く
は

第
一

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
十
九
条

、
第
三
十
一
条

第
四
十
条

に
規
定
す
る
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等

利
用
停
止
決
定
等
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
政

項

又
は
若
し
く
は

不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
条
例
の
規
定
に
基
づ
き

当
該
不
服
申
立
て
に
対
す
る
裁
決
又
は
決
定
を
す
べ
き
当
該
地
方
公
共
団
体
の
機
関
に
よ
る
諮
問
が
行
わ
れ
る
と
き
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


